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保 医 発 0305 第 ２ 号 

                                                                   令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

                                              厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長 

（公 印 省 略） 

 

                                         厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（公 印 省 略） 

 

 

 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

 

 

 標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和２年厚生労働省告示第

57 号）の公布に伴い、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（令和２年厚生労働省告示

第 58 号）が公布され、令和２年４月１日より適用されることとなったところであるが、保険医療機

関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等

に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。 

 なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 3

0 年３月５日保医発 0305 第２号）は、令和２年３月 31 日限り廃止する。 

 

                                            記 

 

第１ 基本診療料の施設基準等 

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改

正後の「基本診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労働省告示第 62 号）に定めるものの他、下記

のとおりとし、下記の施設基準を歯科診療について適合する場合にあっては、必要に応じて、当該

基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。 

１ 初・再診料の施設基準等は別添１のとおりとする。 

２ 入院基本料等の施設基準等は別添２のとおりとする。 

３ 入院基本料等加算の施設基準等は別添３のとおりとする。 

４ 特定入院料の施設基準等は別添４のとおりとする。 
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療機関については、令和２年６月 30 日までの間に限り、１の（４）の基準を満たしている

ものとみなす。 

２ 届出に関する事項 

(１) 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準に係る届出は、別添７の様式２の６を用い

ること。 

(２) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。ただし、様式２の７により報告を行

うこと。 

 

第３ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等 

 １ 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等 

(１) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数及

び当該保険医療機関における初診患者の数については、届出前１か月間（暦月）の数値を

用いる。  

(２) 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する基準における手術の数については、届出前１年

間（暦年）の数値を用いる。  

(３)  歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注６又は再

診料の注４に規定する加算を算定した患者の月平均患者数については、届出前３か月間

（暦月）の月平均の数値を用いる。 

(４) (１)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書（別添６

の別紙１又はこれに準ずる様式）により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外

科を標榜する診療科に来院し、初診料を算定した患者（当該保険医療機関と特別の関係に

ある保険医療機関からの紹介患者は除く。）の数をいい、当該保険医療機関における「初

診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数（時間外、休日又は深夜に

受診した６歳未満の患者を除く。）をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者

には該当しない。 

(５) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の

留意事項について」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）の別添１第１章第２部通則７

の(３)に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。 

(６) 当該病院が当該病院の存する地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連

携体制が確保されていること。 

(７) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄

・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。 

(８) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。 

(９) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常

勤の歯科医師が１名以上配置されていること。 

(10) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行

っていること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添７の様式３を用いること。 

(２) 届出受理後の措置については、毎年７月末日までに、前年１年間（暦年）の実績について
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別添７の様式３による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。 

第４ 歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２ 

１ 歯科外来診療環境体制加算１及び歯科外来診療環境体制加算２に関する施設基準 

(１) 歯科外来診療環境体制加算１に関する施設基準 

ア 歯科医療を担当する保険医療機関（歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にか

かる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。）で

あること。 

イ 歯科点数表の初診料の注１に係る施設基準の届出を行っていること。 

ウ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常

勤の歯科医師が１名以上配置されていること。 

エ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上

配置されていること。 

オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を

有していること。また、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については保有していることがわ

かる院内掲示を行っていること。 

(イ) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

(ロ) 経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 

(ハ) 酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの） 

(ニ) 血圧計 

(ホ) 救急蘇生セット 

(ヘ) 歯科用吸引装置 

カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の

連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該

保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。 

キ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調

整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。 

ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法や

その対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っている

こと。 

(２) 歯科外来診療環境体制加算２に関する施設基準 

ア 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行った保険医療機関であること。 

イ (１)のウからクまでの施設基準をすべて満たすこと。 

ウ 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策

を実施する体制を整備していること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 歯科外来診療環境体制加算１又は歯科外来診療環境体制加算２の施設基準に係る届出は、

別添７の様式４を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療

安全対策に係る研修を全て修了していることが確認できる文書を添付すること。 

(２) 当該届出については、届出にあたり実績を要しない。 
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